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関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所６階大会議室 

○議事日程 

 平成２９年７月７日（金曜日）午前１０時００分 開議 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７） 議案第６号 農地の買受適格証明に対する意見について 

（８） 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

 

 

○出席委員（３０名） 

  ３番  佐藤 久雄 君     ４番 早川 清治 君    ６番 佐藤 善一 君    

７番 清水 宗夫 君    ８番 兼村 正美 君    ９番 石木 治男 君    

１０番 後藤 利彦 君   １１番 大澤 慶一 君   １２番 八木 豊明 君    

１３番 杉山 德成 君   １４番 村井 由和 君   １５番 山田 晴重 君 

１６番 亀山 浩  君   １７番 安田 孝義 君   １８番 篠田 泰道 君  

１９番 横井 文雄 君   ２０番 中島 利彦 君   ２１番 増井 賢一 君 

２２番 加藤政比古 君   ２３番 土屋 尊史 君   ２５番 野村 茂  君  

２６番 長屋 芳成 君   ２７番 日置 香  君   ２９番 相宮 千秋 君    

３０番 永井 博光 君   ３１番 岡田 忠敏 君   ３２番 伊佐地鐡夫 君  

３３番 川村 信子 君   ３４番 漆畑 和子 君   ３５番 岩田 幸子 君 

   

 

 

○欠席委員（２名） 

  １番 早川 英雄 君    ２番 早川 誠一 君    

   

 

 

○委員以外の出席者 

 経済部長          永田 千春 君   農業委員会事務局長   西部 成敏 君 

 農業委員会事務局課長補佐  長屋 正彦 君   農業委員会主任主査   田口 旭  君 

農業委員会事務局係長    渡辺 初美 君   洞戸事務所係長     山田 喜一 君   

板取事務所係長       長尾 直志 君   武芸川事務所課長補佐  桜井 伸一 君   

武儀事務所主任主査     丸山 典浩 君   上之保事務所主事    大野 千春 君 
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〇事務局課長補佐（長屋正彦君）それでは、只今より農業委員会を始めさせていただきます。 

 初めに、市民憲章のご唱和をお願いします。ご起立ください。 

    （市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。初めに佐藤会長よりご挨拶をお願いします。 

〇議長（佐藤善一君）３年間の任期の最後の総会となりました。３年間のその締めくくりの総会

にご出席をいただきましてありがとうございます。健康第一でおれたら良かったのですが、自分

の不摂生により最後までしっかりと任期を遂行することが出来なかったことを、悔やんでおりま

す。皆様方にはご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。そしてまた、今回の任命制

になりまして、初めての農業委員にこの中から１０名残っていただけますことはうれしい事です。

その方たちには色々とこれからもお願いする事があると思います。新しい執行部と一緒にしっか

りと任務を遂行していただきますようお願いします。熱い時期となりました、熱中症には気を付

けていただき、頑張っていただきたいと思います。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）続きまして、経済部長の永田がご挨拶申し上げます。 

〇経済部長（永田千春君）任期最後の総会という事ですが、皆様方には３年間、農業振興のために

農業委員として任務を遂行していただき誠にありがとうございました。また、制度改正に伴い引き

続き新農業委員として勤めていただきます方、そして今回で農業委員を降りられる方、今後とも農

業振興や農業委員制度についてご指導ご鞭撻いただきますようお願い申し上げます。 

さて今日は、２４節季の一つ小暑で七夕でもあります。暑中お見舞い申し上げますという挨拶が

似合う季節になりましたが、一方では台風の季節であり、九州の方では大変な被害を受けておる所

であり、お見舞い申し上げます。福岡県朝倉市、日田市、うきは市という所は、関市と同様に鵜飼

をやっておる所であります。１５自治体があり、その中で災害の支援協定を結んでおります。現在

情報収集中ですが何か要請があればご支援をさせていただければと思っておりますし、被害が少し

でも小さいことを願っておるところです。皆様方には、熱い季節になりますので、ご自愛いただき、

農業等いそしんでいただければと思います。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）本日の、欠席委員のご報告をさせていただきます。 

１番早川英雄委員、２番早川誠一委員の２名が欠席でございます。 

〇議長（佐藤善一君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条により委

員の過半数の出席により総会は成立しています。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。７番清水委員、９番石木委員のお二人にお願いしま

す。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。 

議案は１ページからになります。 

１番の案件 位置図は１ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、肥田瀬地内､富岡公民センターの西南西１７０ｍほどに位置する農

振農用地区域外である登記地目田、現況地目畑３筆１，１５４㎡。使用借人は、申請地を借り受け、

農業経営の拡大を図りたいというもの。使用貸人らは、使用借人の申し出に応じ貸し付けるという

もの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

２番の案件 位置図は２ページになります。 

所有権移転 申請地は、志津野地内､富野中学校の南１５０ｍほどに位置する農振農用地区域外で

ある田１，１００㎡、畑３筆１，０６６㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図り

たいというもの。譲渡人は、高齢のため営農が困難であり、後継者も不在であるため、譲受人の申
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し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性有りと確認しています。 

３番の案件 位置図は３ページになります。 

所有権移転 申請地は、倉知地内､山崎公民館の西南西１７０ｍほどに位置する農振農用地区域外

である田４筆１，２３９㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。

譲渡人は、急にお金が必要となったため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。４番の案件

と同時許可になります。 

  ６月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

４番の案件 位置図は４ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、下有知地内､関有知高校の東２００ｍほどに位置する農振農用地で

ある田３，３８１㎡。使用借人は、申請地を借り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。使

用貸人らは、農業経営が困難なため、使用借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。３番の案件

と同時許可になります。 

  ６月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

５番の案件 位置図は５ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内､小瀬南公民センターの東北東１４０ｍほどに位置する農振農用

地区域外である畑３０４㎡の内１２４㎡。譲受人は、自宅に隣接した申請地の一部を譲り受け、家

庭用野菜を栽培したいというもの。譲渡人は、農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り

渡すというもの。 

  ６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

６番の案件 位置図は６ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内､瀬尻小学校の南東３５０ｍほどに位置する農振農用地区域外で

ある田３筆６６３㎡。畑２０㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいという

もの。譲渡人らは、居住地が遠方のため、適切な農地の管理ができないため、譲受人の申し出に応

じ譲り渡すというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性有りと確認しています。 

７番の案件 位置図は７ページになります。 

所有権移転 申請地は、富之保地内､武儀倉集会所の北西１,２３０ｍほどに位置する農振農用地

区域外である畑９３㎡。譲受人は、富加町に居住しているが、申請地に隣接する宅地及び家屋を買

い受けて別荘として利用するため、申請地を譲り受け、野菜畑として利用するというもの。譲渡人

は、農業経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。  

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

８番の案件 位置図は８ページになります。 

所有権移転 申請地は、洞戸片地内､片集会所の南東９０ｍほどに位置する農振農用地である畑 

１０９㎡。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、農業

経営が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの６件、使用貸借権の設定に関するもの２件につきまして、農地法

第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審

議をお願いいたします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員から意見をお聞きします。 

１番の案件について、２番の早川誠一委員で本日欠席ですが異議なしとのことでした。 

２番の案件については、私ですが異議ありません。 

○７番（清水宗夫君）３番、４番の案件について、異議ありません。 

〇１０番（後藤利彦君）３番の案件について、異議ありません。 

〇１２番（八木豊明君）４番の案件について、異議ありません。 

〇１３番（杉山德成君）５番、６番の案件について、異議ありません。 
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〇１９番（横井文雄君）７番の案件について、異議ありません。 

〇２５番（野村茂君）８番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。議案第１号について、原案のとおり許可

することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第１号の８件を原案のとおり許可することといたします。 

次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について 

 農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。 

議案は５ページからになります。 

１番の案件 位置図は、９ページになります。 

申請地は、東田原地内、大杉公民館の北北東２９０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目雑種

地２筆９７㎡。申請人は、申請地の北側に農地を所有し耕作するとともに、申請地西側の土地を娘

夫婦の住宅敷地として提供している。申請地の付近は、農業排水路改築工事、国道２４８号バイパ

ス工事への用地協力により、自己所有地への乗り入れが不便なため、自己所有農地及び宅地への進

入路としたいというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、雑種地であったため始末書の添付があります。農地の区分

は、住宅、事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当

するため、第２種農地と判断します。 

２番の案件 位置図は、１０ページになります。 

申請地は、志津野地内、富野中学校の南１５０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目宅地２筆 

９４㎡。登記地目畑、現況地目道路敷３筆４３㎡。申請人は、申請地の東側に居宅があり、家族が

増え手狭となったため、申請地に一般個人住宅（離家）を建築し、利用してきたというもの。また、

自宅への進入路として利用してきたというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、宅地、道路敷であったため始末書の添付があります。農地

の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

３番の案件ですが、農振除外が出来ていないため今回審議から外させていただきます。 

４番の案件 位置図は、１２ページになります。 

申請地は、洞戸大野地内、下洞戸活性化センターの北西６０ｍほどに位置する登記地目畑、現況

地目宅地４３２㎡。申請人は、申請地の北側隣接地に居住しているが、道路に面していないため、

申請地を宅地への通路・駐車場・倉庫として利用してきたというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。農地の区分は、

住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

５番の案件 位置図は、１３ページになります。 

申請地は、武芸川町八幡地内、武芸川事務所の南東２７０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地

目宅地１７３㎡。申請人は、申請地の隣接地に居住しているが、敷地が手狭なため、申請地に車庫・

倉庫を建築し、利用してきたというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。農地の区分は、

住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

６番の案件 位置図は、１４ページになります。 

申請地は、武芸川町宇多院地内、宇多院公民館の南東４００ｍほどに位置する登記地目田２筆８

９４㎡の内３９４㎡。申請人は、電気工事業を営んでおり、事業経営が向上したことで、資材や事

業用自動車が増えたため、申請地に隣接する資材、車両置き場では、手狭になったため、申請地と
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一体で利用したいというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しております。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。議案の備考欄に農振除外許可予定と記載のある１番、４番、６番の案件

につきましては、昨年１１月７日の総会において、平成２８年度の農振除外をみなさんに審議して

いただきましたものです。農振の地区部会、農業委員会総会、農振全体会、中濃農林事務所との管

理部会が開かれ、農務課から内示が出されており、意見がない限り許可されるものと判断できるた

め、農地転用申請を受け付けたものです。７月６日に農振除外の告示がされましたので、許可済み

となっております。 

以上５件について、ご審議をお願いします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

〇３番（佐藤久雄君）１番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）２番の案件について、私の担当ですが異議ありません。 

○２５番（野村茂君）４番の案件について、異議ありません。 

〇２９番（相宮千秋君）５番の案件について、異議ありません。 

〇３５番（岩田幸子君）６番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の６件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について 

 農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めます。 

 議案は８ページからになります。 

１番の案件 位置図は、１５ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋土地区画整理事業施行地内、天神公民センターの南南西１

３０ｍほどに位置する登記地目田２６３㎡、現況地目宅地仮換地面積１９４㎡。譲受人は、現在賃

貸住宅に居住しているが、申請地を譲り受けて、一般個人住宅を建築するというもの。譲渡人は、

申請地を分譲用宅地に造成したので、譲受人の申し手に応じ売り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、宅地と確認しています。農地の区分は、都市計画法の用途

地域内のため第３種農地と判断します。なお、本案件及び２番の案件につきましては、平成２９年

２月２８日付けで農地法５条の許可を受け、許可目的を達成しているが、仮換地中のため登記地目

が農地から宅地に変更できないため、今回申請するものであります。 

２番の案件 位置図は、１６ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋土地区画整理事業施行地内、天神公民センターの南南西１

５０ｍほどに位置する登記地目田３１５㎡、現況地目宅地仮換地面積２３３㎡。譲受人は、現在居

住している住宅が老朽化したので、申請地を譲り受けて、一般個人住宅を建築するというもの。      

譲渡人は、申請地を分譲用宅地に造成したので、譲受人の申し手に応じ売り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、宅地と確認しています。農地の区分は、都市計画法の用途

地域内のため第３種農地と判断します。 

３番の案件 位置図は、１７ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内 富岡公民センターの北北西１８０ｍほどに位置する畑１，
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０５３㎡。譲受人は、太陽光発電事業を営む業者で、申請地を譲り受けて、太陽光発電施設として

利用したいというもの。譲渡人は、管理が困難なため、譲受人の申し手に応じ譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、農地性有と確認しています。農地の区分は、中山間地等に

存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地等に該当するため、第２種

農地と判断します。 

なお、１，０００㎡を超えるため関市開発要綱について協議中です。 

４番の案件 位置図は、１８ページになります。 

所有権移転 申請地は、大杉地内 大杉公民館の南５３０ｍほどに位置する畑３６１㎡。譲受人

らは、現在各務原市に住んでいるが、関市に移り住むため、妻の弟から申請地を譲り受けて、一般

個人住宅を建築するというもの。譲渡人は、営農が困難なため、譲受人の申し出に応じ、贈与する

というもの。      

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

５番の案件 位置図は、１９ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、大杉地内大杉公民館の東２１０ｍほどに位置する登記地目畑、現

況地目畑一部雑種地２５０㎡。使用借人は、申請地西側で居住しているが、長男家族に子どもが生

まれ、住居が手狭になり、また車庫や物置を設置するスペースがないため、兄より申請地を借り受

けて、一般個人住宅、車庫、物置として利用したいというもの。使用貸人は、弟の申し出に応じ貸

し付けるというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、一部雑種地であったため始末書の添付があります。農地の

区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。貸借の期間は、許可日

から３０年間としています。 

６番の案件 位置図は２０ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、迫間地内、上迫間公民館の北東２７０ｍほどに位置する登記地目田 

現況地目原野５０５㎡。登記地目田、現況地目山林３３７㎡。賃借人は、砂利採取販売業を営む業

者で、砕石を採取するため、計画区域内にある申請地も含めて借り受けたいというもの。賃貸人ら

は、現在耕作していないため、賃借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。      

６月２０日に現地確認をしたところ、原野、山林であったため始末書の添付があります。農地の

区分は、中山間地等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地等に

該当するため、第２種農地と判断します。本件は一時転用で、賃貸借の期間は、許可日から２年間

としています。 

７番の案件 位置図は、２１ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、迫間地内岐阜県畜産研究所の南１５０ｍほどに位置する田４筆３，

５３１㎡。登記地目畑、現況地目宅地２筆１，７７６㎡。賃借人は、土・資材製造販売業を営む業

者で、扱い量が増えたことで、砕石加工品置場が不足しているため、申請地を譲り受けて、事務所、

砕石加工品のストックヤードとして利用したいというもの。賃貸人らは、後継者がいないので、農

業経営の縮小のため、賃借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、田は農地性有りと確認しているが、畑は宅地となっていた

ため、始末書の添付があります。農地の区分は、中山間地等に存在する農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産力の低い農地等に該当するため、第２種農地と判断します。賃貸借の期間は、

許可日から２０年間としています。なお、１，０００㎡を超えるため関市開発要綱と同時許可にな

ります。 

８番の案件  位置図は、２２ページになります。  

所有権移転 申請地は、神野地内本郷集会所南西１８０ｍほどに位置する田９９５㎡。譲受人は、

近年副業として、個人で太陽光発電事業を各地で展開しており、今回申請地を譲り受けて、太陽光

発電施設として利用したいというもの。譲渡人は、営農が困難であるため、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 
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６月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。 

９番の案件 位置図は、２３ページになります。所有権移転申請地は、西神野地内富野小学校の 

北西２７０ｍほどに位置する田２筆５７２㎡。譲受人は、申請地の隣地に太陽光発電施設を設置し

ており、施設の拡大のため申請地を譲り受けたいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、

耕作が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。 

１０番の案件 位置図は、２４ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、志津野地内富野中学校の北西６０ｍほどに位置する田９０３㎡。

使用借人は、各地で太陽光発電事業を行っており、事業の拡大のため、父から申請地を無償で借り

受けて、太陽光発電施設として利用したいというもの。使用貸人は、病気のため、耕作が困難であ

るため、息子の申し出に応じ貸し付けるというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。貸借の期間は、許可日から２０年間としています。 

１１番の案件 位置図は、２５ページになります。 

所有権移転 申請地は、稲口地内桜台西公民センターの北北西３３０ｍほどに位置する田２，１

１２㎡。譲受人らは、親族が経営する社会福祉法人及び医療法人施設関係者の駐車場が不足してい

るため、申請地を譲り受けて、貸駐車場とするもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すと

いうもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。なお、１，０００㎡を超えるため関市

開発要綱と同時許可になります。 

１２番の案件 位置図は、２６ページになります。 

所有権移転 申請地は、南貸上地内関市文化会館の西７５ｍほどに位置する畑１２３㎡。譲受人

は、建設会社を経営しているが、事業の拡大に伴い使用する資材の保管場所が必要となったため、

申請地を譲り受けて、資材置場として利用したいというもの。譲渡人は、営農が困難なため、譲受

人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。隣接農地の承諾書の添

付があります。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１３番の案件 位置図は、２７ページになります。 

所有権移転 申請地は、西本郷通７丁目地内関市総合斎苑わかくさの東３８０ｍほどに位置する

登記地目田、現況地目雑種地３３５㎡。譲受人は、申請地の西側、南側で電気機器製造業を営んで

いるが、現在の駐車場が手狭であるため、申請地と譲り受けて駐車場として利用したいというもの。 

譲渡人は、相続により取得したが、居住地が遠方であることから、農地の管理が困難であるため、

譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。農地の区

分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１４番の案件 位置図は、２８ページになります。 

所有権移転 申請地は、倉知地内関商工の南東１２０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目原

野８０５㎡。登記地目田、現況地目山林６７㎡。譲受人は、申請地の北側で金属加工業を営んでお

り、申請地を譲り受けて、工事敷地として、申請地と付近の土地を一体利用したいというもの。譲

渡人らは、多忙により農地を適切に管理することが困難であるため、譲受人の申し出に応じ譲り渡

すというもの。 
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６月２０日に現地確認をしたところ、原野、山林であったため、始末書の添付があります。農地

の区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。事業計画変更の１番

の案件と同時許可になります。 

１５番の案件  位置図は、２９ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、山王通１丁目地内十三塚公民センターの南東９０ｍほどに位置する

畑２筆８４１㎡。賃借人は、飲食店経営を営んでいる業者で、申請地を借り受けて、飲食店を建築

したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応じ、申請地を貸し付けるというもの。隣接農地

の承諾書の添付があります。 

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１６番の案件  位置図は、３０ページになります。 

所有権移転 申請地は、北福野町３丁目地内西部公民センターの東隣に位置する田２３１㎡。譲

受人らは、賃貸住宅に居住しているが、手狭になったため、申請地を譲り受けて一般個人住宅を建

築したいというもの。譲渡人は、申請地が自宅から離れた住宅地にあるため、耕運機の運搬等不便

で、耕作しづらい状況であったので、自宅近くに農地を取得したことから、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１７番の案件  位置図は、３１ページになります。 

所有権移転 申請地は、北福野町３丁目地内西部公民センターの東１５ｍに位置する田２１８㎡。

譲受人は、賃貸住宅に居住しているが、手狭になったため、申請地を譲り受けて一般個人住宅を建

築したいというもの。譲渡人は、申請地が自宅から離れた住宅地にあるため、耕運機の運搬等不便

で、耕作しづらい状況であったので、自宅近くに農地を取得したことから、譲受人の申し出に応じ

譲り渡すというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

１８番の案件  位置図は、３２ページになります。 

賃貸借権の設定 申請地は、富之保地内武儀東小学校の北東４２０ｍほどに位置する畑３筆７２

２㎡。登記地目宅地、現況地目畑３２６．３５㎡。賃借人は、太陽光発電事業を行っている業者で、

申請地を借り受けて、太陽光発電施設として利用したいというもの。賃貸人らは、遠方に住んでい

る。また高齢により耕作を行うことが困難なため、賃借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。

隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。なお、１，０００㎡を超えるため関市

開発要綱について協議中です。 

１９番の案件  位置図は、３３ページになります。 

所有権移転 申請地は、富之保地内武儀倉集会所北西１２３０ｍに位置する畑２１６㎡。譲受人

は、隣地に居住し建築業をしているが、宅地の有効から庭先を広げたい。また事業用トラック置き

場としたいので、申請地を譲り受けて庭・駐車場したいというもの。譲渡人は、農地として管理が

できないため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

２０番の案件  位置図は、３４ページになります。 

所有権移転 申請地は、上之保地内上之保生涯学習センターの北西２７０ｍに位置する登記地目 

畑、現況地目雑種地６筆２１３．８９㎡。譲受人は、お寺で、申請地の北側に土葬時代からの墓地

があるが、檀家が高齢化し、墓参りの際に急傾斜を昇り降りすることが困難になってきたため、申

請地を無償で譲り受けて墓地にしたいというもの。譲渡人らは、譲受人の申し出に応じ寄付すると
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いうもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、墓地となっていたため、始末書の添付があります。農地の

区分は、住宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

２１番の案件 位置図は、３５ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、洞戸栗原地内栗原集会所の北東２００ｍほどに位置する畑３４３

㎡。使用借人は地域委員会で、申請地の周辺は、夏季になると川遊びなどのレジャー客が多数訪れ

る。その客らの車が周辺道路に違法に駐車されるため、交通安全、周辺生活の支障となっている。

その解消のため、地域委員会事業として、申請地を借り受けて、駐車場として利用したいというも

の。使用貸人は、使用借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。隣接農地の承諾書の添付があり

ます。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、農振農

用地です。本件は一時転用で、貸借期間は許可の日から３年間となっています。 

２２番の案件  位置図は、３６ページになります。 

所有権移転 申請地は、洞戸小坂地内中濃消防組合洞戸出張所の南西２７０ｍに位置する登記地

目田、現況地目雑種地２筆１，０４３㎡。譲受人は、建設業を営む業者で、申請地を譲り受けて太

陽光発電施設として利用したいというもの。譲渡人らは、農地として管理ができないため、譲受人

の申し出に応じ譲り渡すというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、雑種地となっていたため、始末書の添付があります。農地

の区分は、住宅、事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等

に該当するため、第２種農地と判断します。 

２３番の案件  位置図は、３７ページになります。 

所有権移転 申請地は、武芸川町小知野地内小知野公民館の南４５ｍに位置する畑７４２㎡。譲

受人は自治会で、現在の地区公民館の老朽化のため改築が必要であるが、現在の敷地が土砂災害危

険区域に指定されているため、申請地を譲り受けて地区公民館を建築したいというもの。譲渡人は、

遠隔地に居住しており、管理が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。隣接農地

の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。 

２４番の案件  位置図は、３８ページになります。 

所有権移転 申請地は、武芸川町平地内平区公民館の南西３９０ｍに位置する畑７３３㎡。譲受

人は建築業を営む業者で、申請地を譲り受けて事業用の資材置き場としたいというもの。譲渡人は、

高齢のため耕作が困難なため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。隣接農地の承諾書の添

付があります。 

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接するおおむね１０ｈa 未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。事業計画変更の２番の案件と同時許可になります。 

２５番の案件 位置図は、３９ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、武芸川町跡部地内道の駅むげ川の南西１００ｍほどに位置する畑  

８２７㎡の内、４９９㎡。使用借人は、祖父より申請地を借り受けて、一般個人住宅を建築したい 

というもの。使用貸人は、使用借人である孫の申し出に応じ貸し付けるというもの。  

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。貸借期間は許可の日から５０年間とな

っています。 

２６番の案件 位置図は、４０ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、武芸川町高野地内武芸川郵便局の北９０ｍほどに位置する田５０ 

２㎡。使用借人は金型製造加工業を営む業者で、事業の拡大に伴い工場の拡張が必要になったため、
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父より申請地を借り受けて、工場を建築したいというもの。使用貸人は、営農が困難であるため、

使用借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。貸借期間は許可の日から３０年間とな

っています。 

２７番の案件 位置図は、４１ページになります。 

使用貸借権の設定 申請地は、武芸川町谷口地内森本公民館の西２９０ｍほどに位置する登記地

目田、現況地目畑４９８㎡。使用借人は、現在アパートに居住しているが、子どもも大きくなり手

狭になったため、父より申請地を借り受けて、一般個人住宅を建築したいというもの。使用貸人は、

使用借人の申し出に応じ貸し付けるというもの。隣接農地の承諾書の添付があります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。貸借期間は許可の日から１０年間とな

っています。 

２８番の案件  位置図は、４２ページになります。 

所有権移転 申請地は、武芸川宇多院地内宇多院公民館の南東９０ｍに位置する畑４７９㎡。譲

受人は、現在岐阜市でアパートに居住しているが、申請地を譲り受けて一般個人住宅を建築したい

というもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの。隣接農地の承諾書の添付があ

ります。 

６月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

２９番の案件  位置図は、４３ページになります。 

所有権移転 申請地は、武芸川宇多院地内宇多院公民館の東３３０ｍに位置する田６３５㎡。登

記地目宅地、現況地目畑３２９．４７㎡。譲受人は、太陽光発電事業を行っている業者で、申請地

を譲り受けて、太陽光発電施設として利用したいというもの。譲渡人は、営農が困難なため、譲受

人の申し出に応じ譲り渡すというもの。 

６月１９日に現地確認をしたところ、田、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住

宅、事業施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１９件、使用貸借権の設定に関するもの６件、賃貸借権の設定に

関するもの４件、計２９件。その内、５番、９番、１０番、１１番、２０番、２３番、２５番、２

６番、２７番、２８番の１０件の案件につきましては、農振除外許可予定案件であります。 

また、先月の５条申請された８番、９番、１０番、１４番の案件につきましても、農振除外予定

案件でありましたので、農振除外と同時許可となります。 

ご審議をお願いいたします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

１番、２番の案件は１番の早川英雄委員の代理の２番の早川誠一委員ですが本日欠席で、異議

ありませんとのことでしたし、３番の案件についても異議ありませんとのことでした。 

〇３番（佐藤久雄君）４番、５番の案件について、異議ありません。 

〇４番（早川清治君）６番、７番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）８番、９番、１０番の案件について、私の担当ですが異議ありません。 

〇７番（清水宗夫君）１１番の案件について、異議ありません。 

〇８番（兼村正美君）１２番、１３番の案件について、異議ありません。 

〇１０番（後藤利彦君）１４番の案件について、異議ありません。 

〇１３番（杉山德成君）１５番、１６番、１７番の案件について、異議ありません。 

〇１９番（横井文雄君）１８番、１９番の案件について、異議ありません。 

〇２３番（土屋尊史君）２０番の案件について、異議ありません。 

〇２５番（野村茂君）２１番、２２番の案件について、異議ありません。 

〇２９番（相宮千秋君）２３番、２４番の案件について、異議ありません。 
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〇３０番（永井博光君）２５番、２６番の案件について、異議ありません。 

〇３５番（岩田幸子君）２７番、２８番、２９番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の２９件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題といたします。事務局の説

明を求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

農地転用許可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。 

議案は２１ページになります。 

１番の案件 位置図は４４ページになります。 

所有権移転 事業者、転用目的変更。申請地は、倉知地内関商工の南東１２０ｍほどに位置する

登記地目田、現況地目原野８０５㎡。当初事業計画者は、平成１５年４月２８日に事業計画変更の

承認を受け、植林を計画したが、植林した木々が生長しないなど計画が滞っていたというもの。 

変更後の事業計画者は、申請地の北側で金属加工業を営んでいるが、事業の拡大のため、申請地を

譲り受けて、申請地付近の土地と併せて、自社工場敷地として利用したいというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、原野であると確認しています。農地の区分は、住宅、事業

施設等が連坦しているため、第３種農地と判断します。５条申請の１４番の案件と同時許可となり

ます。 

２番の案件 位置図は４５ページになります。 

所有権移転 事業者、転用目的変更。申請地は、武芸川町平地内平区公民館の南西３９０ｍに位 

置する畑７３３㎡。当初事業計画者は、平成５年３月２日に５条許可を受け、一般個人住宅の建築

を計画していたが、資金繰りが予定どおりにならず、事業の大幅な遅れにより、事業そのものの必

要がなくなり中止していたというもの。変更後の事業計画者は、建築業を営む業者で、申請地を譲

り受けて事業用の資材置き場としたいというもの。 

６月２０日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設、公共施設等が連担する区域に近接する、おおむね１０ｈａ未満の農地等に該当するため、

第２種農地と判断します。５条申請の２４番の案件と同時許可となります。 

以上２件のご審議をお願いいたします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

〇１０番（後藤利彦君）１番の案件について、異議ありません。 

〇２９番（相宮千秋君）２番の案件について、異議ありません。 

〇議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

        （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の２件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号 農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められた
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ので、意見を求めます。 

議案は２２ページからになります。 

賃貸借権の設定に関するものについて、新規１８筆、９件。更新８筆、２件。使用貸借権の設定

に関するものについて、新規７５筆、２６件の承認を求められております。農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。地目は、田が、８０筆６６，２２７㎡、畑

が、２１筆６，２９３㎡。地区は、下白金、上白金、山田、上之保、武芸川町平、広見地区の６地

区。設定を受ける方は、一般社団法人岐阜県農畜産公社外１者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

〇２７番（日置香君）岐阜県農畜産公社は、田や畑をどのように利用されるのですか。 

〇２２番（加藤政比古君）転貸して、どこかにやってもらうんです。農家の方が直接交渉しては

いないと思うんです。行政が中に入って斡旋をして畜産公社との契約をして、農業団体というか

上之保の場合は矢倉という所が受け皿になりそれなりの面積を畜産公社に受けてもらっている。

矢倉は今まででもかなりの面積を引き受けてやっているようです。その地区を指定した契約をし

ているのなら、その地区を優先的に作付していかなければならず、そこからあふれた地区は、そ

れがやれなくなる。へんぴな所の土地を生かすことによって、平野的な部分が作ってもらえない。

その場合はゆずの木でも植えて荒らしていかなければならないというような矛盾した結果にな

る。行政においては畜産公社に斡旋して転貸してというように実績は出来るかもしれないが、そ

の裏には苦労をする方もいらっしゃる。自分たちで引き受け手を探さなければならない。最後の

農業委員会総会なので、しっかりとその事を伝えて欲しいと頼まれて来た。裏の裏まで見届けて

奨励してもらいたい。手厚い配慮をして欲しいと思います。 

〇議長（佐藤善一君）事務局が答えられないような事ではダメだと思います。今後に向けて継続し

てやっていけるような返答ができるようにというような要望もあったと思います。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）頂いたご意見を農業委員会の方としても、良く内容を見て行きた

いと思います。 

〇２２番（加藤政比古君）以前に、最初に上之保で出て来たものは、ゆず畑として利用するとい

うもので、自分も最初は転貸という事を知らずに畜産公社だからゆず畑を放牧地として利用する

のかと聞いたことがあります。ゆず畑を畜産公社が契約し、ゆず組合が維持管理するというもの

でした。今回の田畑についても同じですが、農政の格好は付いているが、現実は伴っていないと

いう事を、行政にお願いして辞めていきたいと思います。 

〇議長（佐藤善一君）事務局どうですか。 

〇事務局長（西部成敏君）今後に向けてですが、旧郡部の耕作放棄地は早急な課題だと思っており

ます。今後推進委員を含めて、地元でやっていただける方を掘り起こして、農地集約化をこれから

今まで以上に努力していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

〇２３番（土屋尊史君）農畜産公社が中間管理機構にあたるものですか。 

〇議長（佐藤善一君）担当者が来て説明するということですので、その質問については後でという

事で先に次の議案について進めさせていただきます。 

次に、議案第６号 農地の買受適格証明に対する意見についてを議題とします。事務局の説明

を求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）議案第６号 農地の買受適格者証明に対する意見について 

 民事執行規則第３３条の規定に基づき、下記農地の買受適格証明願いがあったので、意見を求め

ます。 

議案は２９ページになります 

１番の案件 位置図は、４６ページになります。 

申請地は、大杉地内、大杉公民館の北２１０ｍほどに位置する農振農用地区域外である畑２筆２

７１㎡、田１，６２６㎡。申請人は、アルミ製、建築用金属製資材の製造業を営んでいる業者で競
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売地を取得して、事業用倉庫、作業所として利用したいというもの。競売の入札期間は、平成２９

年８月２日から８月９日までです。 

６月２０日に現地確認をしたところ、農地性有りと確認しています。 

２番の案件 申請地は、１番の案件と同じであります。申請人は、自動車販売業を営む業者で、 

競売地を取得して、事務所、駐車場として利用したいというもの。 

 以上２件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

〇議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方

はございませんか。 

〇２３番（土屋尊史君）１番と２番は同じということですが、現況が違うんですが、どちらが正し

いのですか。一部水路ということになると、いろんな規制が出てくると思うんですが、その辺りも

含めてどちらが正しいのですか。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）確認します。 

〇議長（佐藤善一君）先程の質問の担当者が来ましたので、説明してもらいます。 

〇事務局主任主査（田口旭君）農地の中間管理機構はただの名称です。各県に一般財団とか一般社

団法人とかに委託するんです。岐阜県の場合は農地中間管理機構は一般社団岐阜県農畜産公社に委

託しておりますので、岐阜県農畜産公社は農地中間管理機構となります。 

 事業は、実際には県はやっておらず各市町村の農務課が窓口を担当しており、関市の農務課は兼

務の私と林が担当し中間管理機構の窓口となっております。 

〇議長（佐藤善一君）農業委員会の総会で質問が出てもすぐに答えられないようではダメです。私

達は最後の総会ですが、７月の総会からはこういう事がないように申し伝えておきます。 

〇事務局一同「たいへん申し訳ありませんでした。」 

〇議長（佐藤善一君）議案第６号の農地の買受適格者証明に対する意見で、１番と２番の現況が違

うという質問についてはどうですか。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）現況地目は畑ということで、１番が間違っておりましたので、訂

正をしていただきますようよろしくお願いします。 

〇１４番（村井由和君）買受適格証明は３条なら分かるけど、５条でもいるんですか。 

〇事務局主任主査（田口旭君）資金があるかどうか、転用目的があっているか緊急性があるかどう

かを総合的に判断し、また落札したら、再度５条の転用を出してもらう事になっています。 

〇１３番（杉山德成君）資金があるかどうかということですか。 

〇事務局主任主査（田口旭君）そうです。 

〇１４番（村井由和君）そうなら、資金があるかどうかの裏付けを出さないと、対応できないです。 

〇２２番（加藤政比古君）形式的に提出する恰好だけではないですか。農業委員会で証明をもらっ

て入札に参加するだけで、資金の有無については何らここには出てきていない。 

〇事務局主任主査（田口旭君）これを出すには一連の書類を出さないといけなく、資金もその中の

一部です。緊急性があるかどうか、転用の目的がその地域に合っているかどうか。 

〇２２番（加藤政比古君）資金があるかないかは、事務局は調べているんですか。 

〇事務局主任主査（田口旭君）調べていますが、事務局には権限はないので・・・。 

〇１１番（大澤慶一君）事務局は知っているけど、一般には公開しないという事ですよね。 

〇１４番（村井由和君）だけどそうであるなら、それを言ってもらわないとね。 

〇議長（佐藤善一君）農業委員会としては、この資料だけ見て資金の有無などは何も分からない。

だから意見も言えないという事です。 

〇８番（兼村正美）資料がなければ返答ができないので、出しても何もならない。出さなくていい

と思うが。 

〇議長（佐藤善一君）これだけの資料では、証明願があったので意見を求めると書いてあるが、何

にも意見を出せないという話ですよ。 

〇８番（兼村正美）事務局は資料を見てどうですかと聞いても、我々は何も資料を見ていないので、

意見を言う事もできないですよね。 
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〇事務局主任主査（田口旭君）担当の農業委員さん印鑑をいただいていますので。これは、買受適

格証明だけでなく全ての転用の書類は資金証明やらいろんな添付書類がありますが、総会の中では

書類は全部出せないけれど、場所やこの様な形でいいかどうかを皆さんに判断して頂きたいです。 

〇８番（兼村正美）判断はできません。 

〇事務局主任主査（田口旭君）担当委員さんの印鑑はないです。 

〇議長（佐藤善一君）担当の委員さんが居ないのなら、皆さんに意見を聞くと言っても分からない。 

〇１４番（村井由和君）だからそれだけの事をきちんと言わないと、だめだと思います。 

〇２３番（土屋尊史君）手続き上の書類は出てきておりまので載せましたと初めに言えば、皆さん

も納得されると思います。 

〇事務局長（西部成敏君）やはりこちらの方の説明が不足しておったという事で、事前にこちらで

審査した内容を少しお話して審議をするように今後いたしますので、よろしくお願いします。 

〇議長（佐藤善一君）今、事務局の説明がありましたが、よろしいですか。 

     （「はい」の声あり） 

〇１７番（安田孝義君）入札の期日が迫っているんですよね。ここで農業委員会で結論を出さない

と入札に参加できないという事ですよね。その辺りも考慮してもらわないと、入札出来なくなって

しまうので。それと、３条とか５条とかという話ですが、３条で参加する場合は、５反以上持って

いないと入札に参加できないじゃないですか。 

〇１４番（村井由和君）３条じゃないですよね。これは５条ですよ。 

〇事務局主任主査（田口旭君）これは５条ですが、３条の場合はそうです。 

〇１７番（安田孝義君）やっぱり、その辺りもある程度説明してもらうと委員さんは分かるんです

よね。それで、ここで結論を出してあげないと８月の入札に間に合わないですがそれでもいいです

かとご教授していただきたいです。 

〇事務局主任主査（田口旭君）そうですね。ありがとうございます。 

〇議長（佐藤善一君）入札できないような状況にしてはだめですよね。そのためには分かる説明を

していただいて、皆さんに意見をお聞きするというのが本意です。それもなしに、意見だけ聞いて

というのは言いようがないという事です。 

〇事務局主任主査（田口旭君）説明不足でたいへん申し訳ありません。今回、買受適格証明が出て

きました。これに関わらず、事務局は一覧表を作っております。例えば委任状があるか、土地の全

部事項証明書があるか、面積が足りるか、資金があるかを全て事務局で確認します。申請後、全て

確認して、例えば面積が足りなければ総会を掛けずに直接こちらから断ります。書類が足りなけれ

ば、事務局で調整させていただき、もしどうしても総会に間に合わない案件の場合は、総会に上げ

ません。書類が全て揃った案件について、皆さまの意見をお聞きしております。 

〇議長（佐藤善一君）今の説明で何か質疑出来ますか。もうちょっと皆さんが意見を言えるような

資料で説明してください。 

〇３１番（岡田忠敏君）我々は今日で終わりですから、この課題は次に持ち越して新しい人も半分

はみえるんですから、そこでしっかりと責任を持ってやっていただくという事で今日は終わってい

ただけないでしょうか。今度来る人が大事なんです。新しい人を加えて農地中間管理機構の生い立

ちから今回の問題も全て勉強会をやっていただくという事で。 

〇議長（佐藤善一君）岡田委員さんから意見が出ましたが、みなさんはどうですか。 

    （「異議なし」の声あり） 

〇議長（佐藤善一君）そういう事で新しい委員さんとそして再任の委員さんとでしっかり入札に受

かるような事をしないといけないので、今日は事務局の説明もあまりできないようなふうですが。 

〇２３番（土屋尊史君）事務局の方から今回の書類は不備が一切ございません。皆さんで許可をお

願いしますと提案してください。そうしたら可決しますので。 

〇議長（佐藤善一君）今日出たものは、今日済ましておいた方がいいので。 

〇事務局主任主査（田口旭君）買受適格証明ですが、書類は全部揃っておりますので、協議の方よ

ろしくお願いします。 
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〇議長（佐藤善一君）事務局の方は、書類は全部的確に揃って提出されており、それも事務局で把

握しておるので何とか適格証明をここで決めて欲しいという事でしたが、どうですか。 

    （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第６号の農地の買受適格者証明にご賛同いただけますか。 

    （「はい」の声あり） 

 議案第５号、第６号の２件は、原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出についてを議題といたします。事務

局の説明を求めます。 

〇事務局課長補佐（長屋正彦君）報告１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定により、賃貸者の合意解約の届出について受理したことを報告させ

ていただきます。議案は３０ページになります。 

１番の案件 賃借人 神谷時雄。大杉地内の畑２筆１，２８３㎡です。合意解約日は、平成２９

年６月１５日です。 

以上１件でございます。 

〇議長（佐藤善一君）以上議案の審議はすべて終了いたしました。 

これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１１時５７分 閉会 
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